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中間市議会委員会条例の一部を改正する条例

 この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の

規定により、議会の議決を求める。
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[提案理由]

常任委員会の委員の定数を改めるため改正するものである。



中間市議会委員会条例の一部を改正する条例 

中間市議会委員会条例(昭和 42 年中間市条例第 12 号)の一部を次のように改正する。 

 第 2 条中「総合政策委員会 7 人」を「総合政策委員会 6 人」に改め、「産業消防委員

会 6人」を「産業消防委員会 7人」に改める。

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



中間市議会委員会条例新旧対照表 

改正後 改正前 

本則 本則 

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管) 

第 2 条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとす

る。 

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管) 

第 2 条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとす

る。 

総合政策委員会 6 人 

 (1)  総務部の所管に属する事項 

 (2)  教育委員会の所管に属する事項 

 (3)  議会事務局の所管に属する事項 

 (4)  監査委員の所管に属する事項 

 (5)  選挙管理委員会の所管に属する事項 

 (6)  会計課の所管に属する事項 

 (7)  他の常任委員会の所管に属しない事項

市民厚生委員会 6 人 

 (1)  市民部の所管に属する事項 

 (2)  保健福祉部の所管に属する事項 

 (3)  市立病院の所管に属する事項 

産業消防委員会 7 人 

 (1)  建設産業部の所管に属する事項 

 (2)  農業委員会の所管に属する事項 

 (3)  上下水道局の所管に属する事項 

 (4)  消防本部の所管に属する事項 

総合政策委員会 7 人 

 (1)  総務部の所管に属する事項 

 (2)  教育委員会の所管に属する事項 

 (3)  議会事務局の所管に属する事項 

 (4)  監査委員の所管に属する事項 

 (5)  選挙管理委員会の所管に属する事項 

 (6)  会計課の所管に属する事項 

 (7)  他の常任委員会の所管に属しない事項

市民厚生委員会 6 人 

 (1)  市民部の所管に属する事項 

 (2)  保健福祉部の所管に属する事項 

 (3)  市立病院の所管に属する事項 

産業消防委員会 6 人 

 (1)  建設産業部の所管に属する事項 

 (2)  農業委員会の所管に属する事項 

 (3)  上下水道局の所管に属する事項 

 (4)  消防本部の所管に属する事項 


